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――本日は特許庁の中小企業支援をテーマに三木審
査業務部長に、特許庁の具体的な取り組みについて
質問させていただきます。よろしくお願いいたしま
す。

Ⅰ. 地域・中小企業と知的財産

――まず中小企業の知財戦略推進に関する施策の位
置付けについて教えてください。
三木　中小企業の施策の背景からお話しします。特
許庁は重点施策として三つの柱を掲げています。第
四次産業革命を視野に入れた知財システムの確立、
グローバル化に対応した知財システムの確立ととも
に、地域・中小企業のイノベーション創出が重点項

目の一つです。また、政府全体の「知的財産推進計
画」においても、中小企業の知財戦略推進が重点施
策に位置付けられています。

中小企業の特許出願の概要

三木　日本企業の99.7％が中小企業で、まさに日本
経済を支えています。片や知財の世界で見ると、平
成27年度の特許の出願件数は、中小企業と大企業の
割合で見ると中小企業は約14％でした。大企業は人
材も経営資源も多いので、件数が多くなるのは当然
です。しかしながら約14％という比率が妥当と言え
るのか、中小企業に特許を出せる余地がもっとある
のではないかと考えています。ちなみにアメリカで
は、倍の約26％が中小企業からの出願です。
　また中小企業庁の調査では、特許を持っている企
業と持っていない企業とでは、利益率に違いが出て
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います。特許を持っている企業は売上高営業利益率
3.5％と、特許がない企業の1.8％に対して倍の数字と
なっています。従業員一人当たりの営業利益で見る
と、特許を持っている企業は約３倍というデータも
あります。このことは、特許の価値だけでそれだけ
稼いでいるというよりも、中小企業の経営者が知財
を活用している、あるいはしっかりとした知財戦略
を持つということが経営力の高さの表れでもあると
思います。
　ここで中小企業と一口にいってもさまざまです。
技術力があって、強力な特許の取れる、いわば「下
町ロケット」のようなところは一握りだとの意見も
あります。しかし、下請け脱却を目指す地場密着型
の製造業にも知財活用の余地があります。
　また、知財はものづくり企業向けの特許だけでは
ありません。卸・小売・サービス業でも、ブランド・
デザインとして意匠・商標が関係しています。特許
庁としても、中小企業の特性に応じてさまざまな支
援メニューを用意しながら、知財支援を展開してい
ます。

Ⅱ．地域知財活性化
行動計画の概要

――昨年秋、地域知財活性化行動計画が公表されま
したが、その位置付けをお聞かせください。
三木　別の調査によると、特許、意匠、商標等の何

三
み
木
き
　健
たけし
　氏

1986年４月通商産業省（当時）入省。2005年６月資源
エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネル
ギー対策課長、2008年７月商務流通グループ製品安全
課長、2010年７月独立行政法人日本貿易保険営業第二
部長、2012年７月製造産業局化学物質管理課長、2014
年７月大臣官房審議官（産業保安担当）、2016年６月特
許庁審査業務部長（現職）。


	14427-20170418_Part1_Part1_Part2
	14427-20170418_Part1_Part1_Part3

